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町田市土地開発基金条例の一部を改正する条例 

 町田市土地開発基金条例（昭和４４年１０月町田市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条の見出し中「額」を「額等」に改め、同条第１項中「３０億円」を「、５億

円」に改め、同条第２項中「基金」を「、基金」に、「積み立てをする」を「積み立て、

又は基金の一部を処分する」に改め、同条第３項中「積み立てが行なわれた」を「積

立て又は処分が行われた」に、「積み立て額相当額増加する」を「、積立額相当額増加

し、又は処分額相当額減少する」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市土地開発基金条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（基金の額等） （基金の額） 

第２条 基金の額は、５億円とする。 第２条 基金の額は３０億円とする。 

２ 必要があるときは、予算の定めるところに

より、基金に追加して積み立て、又は基金の

一部を処分することができる。 

２ 必要があるときは、予算の定めるところに

より基金に追加して積み立てをすることがで

きる。 

３ 前項の規定により積立て又は処分が行われ

たときは、基金の額は、積立額相当額増加し、

又は処分額相当額減少するものとする。 

３ 前項の規定により積み立てが行なわれたと

きは、基金の額は積み立て額相当額増加する

ものとする。 

 


